
事業の流れ（本事業は「委託事業」です）

開発途上国の
開発に貢献でき
る技術や製品
はないか？

当社の製品は
開発途上国で
活用できるか？

①企画の提案

③契約内容について交渉

⑥成果品への支払

②企画の採択

④業務の委託

日本企業 JICA

⑤事業実施・成果品提出

①企業からJICAへ本事業の企画書を提案。
②企画書の内容を踏まえ、JICAが企業の企画を採択。
③業務委託内容は、契約交渉で決定（内容や見積額が、企画書段階から変更となる場合あり）。
④JICA（発注者）と企業（受注者）間で業務委託契約を締結（補助金事業ではない）。
⑤企業（受注者）が業務結果をまとめた「業務完了報告書」（＝成果品）をJICA（発注者）に
提出し、JICAの検査に合格する必要あり（補助金事業ではない） 。
⑥検査合格後、企業（受注者）からJICA（発注者）に精算報告書を提出。JICAが内容を精査し
たうえで精算確定を行い、同精算確定額を企業（受注者）に支払う（実績に基づく事後払い）。
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基礎調査の事例
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案件化調査の事例
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普及・実証・ビジネス化事業の事例
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５．その他のJICAの民間企業支援メニュー
草の根技術協力事業（地域活性化特別枠）

地方自治体、地域経済団体、大学及び企業等が有する技術・経験を活用して、途上
国に貢献することを支援すると共に、途上国の様々な需要・ニーズを日本各地のリソース
と積極的に結びつけ、国際化を支援することで、地域の活性化を促進します。

途上国

社会経済上の課題

地方公共団体等

技術力

経験 ＪＩＣＡ
開発途上国での
事業の実施を支援

地方公共団体等が有する技
術・経験を活かして企画し
た国際協力事業を実施

NGO・大学・地方自治体等の経験や技術を生かしたい

対象者 地方自治体（事業実施に際し、地方自治団体の指定する団体が事業実施団体とな
ることも可）

経費 1件あたり6,000万円を上限（2017年2月現在）
期間 3年以内
負担経費 ・人件費 ・海外活動費 ・国内活動費 ・設備、機材費 等
公示 年1～2回 15



JICA海外協力隊（民間連携）

各企業のニーズに合わせ、受入れ国や要請内容、職種、派遣期間等をカスタマイズ可
能です。今後、事業展開を検討している国へ派遣し、活動を通じて、現地語、文化、
商習慣、技術レベル、各種ニーズ等を把握したり、ネットワークを作ることができます。

対象者 株式会社（特例有限会社含）または持分会社（合同会社、合資会社、合名会社）

期間 原則1～2年（3～11カ月の短期派遣については応相談）
（派遣前訓練を実施。訓練期間は派遣期間に応じて異なる。）

負担経費 ・往復の渡航費 ・現地生活、住居費 等
募集 随時募集

途上国

企業 人材の派遣

ＪＩＣＡ
企
業
の
メ
リ
ッ
ト

1. グローバル人材の育成

2. 現地ネットワークの構築

3. 商習慣・潜在的市場の把
握

○安心なサポート体制
○派遣前訓練（語学240時間）
○海外のJICA事務所による活
動支援
○迅速で確実な安全管理
○最適な医療機関の紹介
企業のグローバル人材育成と海
外展開の足掛かりに活用を！

世界で活躍する社員を育てたい
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PARTNER（国際協力キャリア総合情報サイト）

PARTNERは「開発途上国で事業を実施して人
材を求めている団体」と「国際協力の仕事に
携わりたい個人」を結びつけるサイトです。
海外経験や高い専門性を有したグローバル人
材が登録しており、海外展開に必要な人材の
確保が可能です。

＜PARTNERのしくみ＞

企業等

登録・利
用料無料

登録者へのスカウトメール送信

求める人材情報の閲覧

求人情報・広報情報の掲載

PARTNER
人材情報

●明快な人材検索画面

・求める人材の条
件（例「タイ語」
等）を 入力して
検索。
・PARTNER登録
をしている人材の
プロフィールを閲
覧可能。
・スカウトメール
を通して、登録者
にコンタクトする
こともできる。

。
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世界で活躍できる人材を自社で採用したい
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